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(57)【要約】
　ケーブル、具体的には中電圧又は高電圧ケーブル用の
管状端子が、少なくとも１つの嵌合式の第２のコネクタ
ーに接続するための少なくとも１つの端子端部を有する
第１のコネクターを備えており、その第２のコネクター
は、第２のコネクターを第１のコネクターの少なくとも
１つの端子端部に接続したときに電気的接触をなすため
に、ケーブルに接続され且つ第１のコネクターと係合す
るようになされている。更に、管状端子は、第１の管状
部分とその第１の管状部分から延びる第２の管状部分と
を有する収縮性スリーブを備えている。収縮性スリーブ
の第１の管状部分は、第１のコネクターの周りで固定式
で配置されている。収縮性スリーブの第２の管状部分は
、第２のコネクターが第１のコネクターの少なくとも１
つの端子端部に接続されるときに、嵌合式の第２のコネ
クターとその第２のコネクターに取り付けられたケーブ
ルとを被覆するために、第１のコネクターの少なくとも
１つの端子端部を越えて延びるようになされている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ケーブル、具体的には中電圧又は高電圧ケーブル用の管状端子であって、
　－少なくとも１つの嵌合式の第２のコネクターに接続するための少なくとも１つの端子
端部を有する第１のコネクターであって、前記第２のコネクターが、前記第２のコネクタ
ーが前記第１のコネクターの前記少なくとも１つの端子端部に接続されたときに電気的接
触をなすために、ケーブルに接続され且つ前記第１のコネクターと係合されるようになさ
れている第１のコネクターと、
　－第１の管状部分とその第１の管状部分から延びる第２の管状部分とを有する収縮性ス
リーブと、を備え、
　－ここで、前記収縮性スリーブの前記第１の管状部分は、前記第１のコネクターの周り
で固定式で配置されており、
　－ここで、前記収縮性スリーブの前記第２の管状部分は、前記第２のコネクターが前記
第１のコネクターの前記少なくとも１つの端子端部に接続されるときに、嵌合式の第２の
コネクターとその第２のコネクターに取り付けられたケーブルとを被覆するために、前記
第１のコネクターの前記少なくとも１つの端子端部を越えて延びるようになされている管
状端子。
【請求項２】
　前記収縮性スリーブの前記第１の管状部分が、前記第１のコネクターの上に収縮する、
請求項１に記載の管状端子。
【請求項３】
　前記収縮性スリーブが、低温収縮性材料を含む、請求項１又は２に記載の管状端子。
【請求項４】
　前記収縮性スリーブの前記第２の管状部分が、径方向に膨張した状態に前記第２の管状
部分から取り外し可能な支持体によって保持される、請求項２及び３に記載の管状端子。
【請求項５】
　前記支持体が、互いから分離又は互いに接続され且つ互いに隣接して配置された少なく
とも２つの支持要素を備える、請求項４に記載の管状端子。
【請求項６】
　前記支持体は、前記収縮性スリーブの前記第２の管状部分の中に挿入され且つ前記第２
の管状部分から取り外し可能である少なくとも１つのコアを備える、請求項４又は５に記
載の管状端子。
【請求項７】
　前記コアが、螺旋状に巻かれたリボンを備え、前記第１のコネクターの端子端部に近位
の前記コアの軸方向端部における前記リボンが、前記第１のコネクターの前記端子端部か
ら離れて面する前記コアの軸方向端部から前記リボンを引き裂き、それによって、巻線ご
とに前記コアの残部から前記リボンを分離することによって、前記収縮性スリーブの前記
第２の管状部分から取り外されるように適合されている、請求項６に記載の管状端子。
【請求項８】
　少なくとも２つのコアが、前記収縮性スリーブの前記第２の管状部分内に互いに隣接し
て配置される、請求項６及び７に記載の管状端子。
【請求項９】
　前記少なくとも２つのコアは、異なる直径を有する、請求項８に記載の管状端子。
【請求項１０】
　前記第１のコネクターが、少なくとも１つの嵌合式の第３のコネクターに接続するため
の少なくとも１つの更なる端子端部を備え、そして、前記収縮性スリーブが、前記第３の
コネクターが前記第１のコネクターの前記少なくとも１つの更なる端子端部に接続される
とき、嵌合式の第３のコネクターとその第３のコネクターに取り付けられたケーブル又は
絶縁体を被覆するために、その第１の管状部分から延び、そして、前記第１のコネクター
の少なくとも１つの更なる端子端部を越えて延びるように適合された第３の管状部分を備
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える、請求項１から９のいずれか一項に記載の管状端子。
【請求項１１】
　前記第１のコネクターが、少なくとも２つの更なる端子端部を備え、１つの端子端部が
、前記第１のコネクターの一方の端部に配置され、そして、２つの端子端部が、前記第１
のコネクターの他方の端部に配置され、そして、ここで、前記第３の管状部分が、前記第
１のコネクターの前記他方の端部を越えて延びる、請求項１０に記載の管状端子。
【請求項１２】
　前記第１のコネクターが、その端子端部において横断面積が異なり且つ／又は直径が異
なり且つ／又は内径が異なる少なくとも２つの軸方向断面を有する、請求項１から１１の
いずれか一項に記載の管状端子。
【請求項１３】
　前記収縮性スリーブの前記第１の管状部分と第２の管状部分が、直径が異なる断面を有
する、請求項１から１２のいずれか一項に記載の管状端子。
【請求項１４】
　前記少なくとも１つの第２のコネクターが、ケーブルの伝導体を受容するためのを備え
、前記ケーブルが前記受容空間無いで固定式で接続される、請求項１から１３のいずれか
一項に記載の管状端子。
【請求項１５】
　前記収縮性スリーブが、第１の収縮性スリーブであり、そして、ここで第２の収縮性ス
リーブが、前記第１の収縮性スリーブの周りに配置され、前記第２の収縮性スリーブが第
１の管状部分と前記第２の管状部分とを備え、そして、ここで、前記第２の収縮性スリー
ブの前記第１の管状部分が、前記第１の収縮性スリーブの前記第１の管状部分の周りに配
置され、そして、ここで、前記第２の収縮性スリーブの前記第２の管状部分が、前記第１
の収縮性スリーブの前記第２の管状部分及び前記ケーブルの外側ジャケットを被覆するた
めに、前記第１のコネクターの前記少なくとも１つの端子端部を越えて延びるように適合
されている、請求項１から１４のいずれか一項に記載の管状端子。
【請求項１６】
　前記第２の収縮性スリーブの前記第２の管状部分が、前記第２の管状部分から取り外し
可能な支持体によって径方向に膨張した状態に保持される、請求項１５に記載の管状端子
。
【請求項１７】
　前記支持体が、前記収縮性スリーブの前記第２の管状部分の中に挿入され且つ前記第２
の管状部分から取り外し可能であるコアを備える、請求項１６に記載の管状端子。
【請求項１８】
　前記第２の収縮性スリーブの前記第２の管状部分が、前記第１のコネクターに隣接して
配置された第１の副部分と、前記第１の副部分に隣接して配置された第２の副部分とを備
え、ここで前記第１の副部分が、前記第１の収縮性スリーブの前記第２の管状部分上に配
置され、そして、前記第２の副部分が、前記第１の副部分の周りで延び、そして、ここで
前記第２の副部分が、前記第２の副部分から取り外し可能な支持体によって径方向に膨張
した状態に保持される、請求項１６又は１７に記載の管状端子。
【請求項１９】
　前記第２の収縮性スリーブの前記第２の管状部分の前記第２の副部分のための前記支持
体が、螺旋状に巻かれたリボンを備えるコアを備え、ここで、前記リボンが、前記第１の
副部分に隣接する前記コアの軸方向端部において、前記第１のコネクターの前記端子端部
に向かって面する前記コアの軸方向端部から前記リボンを引き裂き、それによって、巻線
ごとに前記コアの残部から前記リボンを分離することによって、前記第２の副部分から取
り外されるように適合されている、請求項１６～１８のいずれか一項に記載の管状端子。
【請求項２０】
　前記第２の収縮性スリーブが、前記第３の管状部分から取り外し可能な支持体によって
径方向に膨張した状態に保持される第３の管状部分を備える、請求項１０及び１６、若し
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くは、請求項１０及び１６並びに請求項１０又は１６に応じて請求項１～９のいずれか一
項、又は請求項１～１５のいずれか一項に記載の管状端子。
【請求項２１】
　前記第２の収縮性スリーブの前記第３の管状部分が、前記第１のコネクターに隣接して
配置された第１の副部分と、前記第１の副部分に隣接して配置された第２の副部分とを備
え、ここで、前記第１の副部分が、前記第１の収縮性スリーブの前記第３の管状部分上に
配置され、そして、前記第２の副部分が、前記第１の副部分の周りで延び、そして、ここ
で前記第２の副部分が、前記第２の副部分から取り外し可能な支持体によって径方向に膨
張した状態に保持される、請求項２０に記載の管状端子。
【請求項２２】
　前記第２の収縮性スリーブの前記第３の管状部分の前記第２の副部分のための前記支持
体が、螺旋状に巻かれたリボンを備えるコアを備え、ここで、前記第１副部分に隣接する
前記コアの軸方向端部における前記リボンが、前記第１のコネクターの前記端子端部に向
かって面する前記コアの軸方向端部から前記リボンを引き裂き、それによって、巻線ごと
に前記コアの残部から前記リボンを分離することによって、前記第２の副部分から取り外
されるように適合されている、請求項２１に記載の管状端子。
【請求項２３】
　前記収縮性スリーブが、第１の収縮性スリーブであり、そして、ここで第２の収縮性ス
リーブが、前記第１の収縮性スリーブの前記第１の管状部分の周りに配置され、前記第１
の管状スリーブの前記第１の管状部分の周りに配置された第１の管状部分と、前記第１の
収縮性スリーブの前記第１の管状部分及び／又はその第２の管状部分の周りで円周方向に
延びるロールとして巻かれた第２の管状部分とを備える、請求項１から１４のいずれか一
項に記載の管状端子。
【請求項２４】
　第２の収縮性スリーブが、前記第１の収縮性スリーブの前記第１の管状部分及び／又は
その第３の管状部分の周りで円周方向に延びるロールとして巻かれた第３の管状部分を備
える、請求項１０及び２３、若しくは、請求項１０、２３、及び、請求項１０に応じて請
求項１～９のいずれか一項に記載の管状端子。
【請求項２５】
　前記第２の収縮性スリーブの前記第１の管状部分が、固定式で配置され、具体的には、
前記第１の収縮性スリーブの前記第１の管状部分の上に収縮する、請求項１５～２４のい
ずれか一項に記載の管状端子。
【請求項２６】
　前記第２の収縮性スリーブが、低温収縮性材料を含む、請求項１５～２５のいずれか一
項に記載の管状端子。
【請求項２７】
　前記収縮スリーブ又は前記第１の収縮性スリーブ及び／又は前記第２の収縮性スリーブ
が、それぞれ前記第１のコネクター又は前記収縮性スリーブ若しくは第１の収縮性スリー
ブの前記第１の管状部分の上又は周りで互いに重なり合う２つのスリーブ部分をそれぞれ
備える、請求項１～２６のいずれか一項に記載の管状端子。
【請求項２８】
　前記収縮スリーブ、前記第１の収縮性スリーブ及び／又は、設けられた場合、前記第２
の収縮性スリーブが、導電性材料の少なくとも１つの層と、前記スリーブの軸方向長さに
完全に又は部分的に沿って延びる導電性又は半導電性材料の少なくとも１つの層とを有す
る多層収縮性スリーブをそれぞれ備える、請求項１～２７のいずれか一項に記載の管状端
子。
【請求項２９】
　前記第１のコネクターが、その少なくとも１つの端子端部に、受容空間を有するコネク
ターソケットを備え、そして、ここで、前記第２のコネクターが、前記コネクターソケッ
トへの電気的接続のために、前記コネクターソケットの前記受容空間の中に挿入されるコ
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ネクタープラグを備える、請求項１～２８のいずれか一項に記載の管状端子。
【請求項３０】
　前記コネクターソケットが、各コネクタープラグを受容するために、その端子端部のそ
れぞれに少なくとも１つの受容空間を有する、請求項２９に記載の管状端子。
【請求項３１】
　前記第１のコネクターが、その少なくとも１つの端子端部にコネクタープラグを備え、
そして、ここで、前記第２のコネクターが、前記第１のコネクターの前記コネクタープラ
グへの電気的接続のために、前記コネクタープラグを受容するための受容空間を有するコ
ネクターソケットを備える、請求項１～２８のいずれか一項に記載の管状端子。
【請求項３２】
　前記第１のコネクターが、その端子端部のそれぞれに少なくとも１つのコネクタープラ
グを備える、請求項３１に記載の管状端子。
【請求項３３】
　前記第１のコネクターが、少なくとも２つの端子端部を備え、一方の端子端部が、受容
空間を有するコネクターソケットを備え、他方の端子端部が、コネクタープラグを備え、
そして、ここで、嵌合式の第２のコネクターと第３のコネクターには、前記第１のコネク
ターの前記一方の端子端部にある前記受容空間の中に挿入されるコネクタープラグを備え
た前記第２のコネクターが設けられ、前記第３のコネクターが、前記第１のコネクターの
前記他方の端子端部にある前記コネクタープラグを受容するための受容空間を有するコネ
クターソケットを備える、請求項１～２８のいずれか一項に記載の管状端子。
【請求項３４】
　前記第１のコネクターが、それぞれ前記収縮スリーブ又は第１の収縮性スリーブの前記
第１の管状部分において予め組み立てられている、請求項１～３３のいずれか一項に記載
の管状端子。
【請求項３５】
　請求項１～３４のいずれか一項に記載の少なくとも３つの管状端子を備えた、ケーブル
を接続するための配置であって、２つの管状端子が並んで配置され、そして、第３の管状
端子が、前記２つの管状端子の上方に及び間に配置され、前記少なくとも３つの管状端子
の前記収縮スリーブの前記第１の管状部分を受容するための、外向きに面する受容部分を
有する位置決め要素が、それらの管状端子の間に配置されている、配置。
【請求項３６】
　スリーブ又はテープが、前記収縮スリーブの前記第１の管状部分で前記少なくとも３つ
の管状端子を囲繞する、請求項３５に記載の配置。
【請求項３７】
　ケーブル、具体的には中電圧又は高電圧ケーブルを接続するためのキットであって、
　－請求項１～３４のいずれか一項に記載の管状端子と、
　－接続される前記ケーブルを前記管状端子によって再度被覆するための第２の収縮性ス
リーブと、を備えるキット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ケーブルの管状端子に関し、具体的には、中電圧又は高電圧ケーブルに関す
る。更に、本発明は、ケーブルを接続するためのキットに関し、具体的には、中電圧又は
高電圧ケーブルに関する。更に、本発明は、ケーブル用の少なくとも３つの管状端子の配
置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　（先行技術の説明）
　別の電気ケーブル又は止め端部に接続される電気ケーブルを密閉するための径方向収縮
性スリーブを使用することが、一般に知られている。ケーブルコネクター又は止め端部の
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いずれかのケーブル成端部を被覆するための、既知の径方向収縮性スリーブの一例が、欧
州特許ＥＰ－Ｂ－０　４３５　５６９に記載されている。この収縮性スリーブは、中間絶
縁層としての誘電材料と、部分的にコーティングされた内部導電層と結合された電界制御
内部層と、導電性外部層とを備えている。このような多層スリーブは、好ましくは押出成
形によって製造され、好ましくはシリコーン又はＥＰＤＭを含んでいる。
【０００３】
　ケーブル接続部又はケーブル端部成端部を、既知の径方向収縮性スリーブによって製造
する場合、コネクターの一方の側に、その収縮性スリーブの全長に対応する自由空間（避
難位置）が設けられていることが必要である。ケーブル接続部が確立された後、収縮性ス
リーブは、そのケーブル接続部に心合わせされ、次いで、熱を加えることによって、又は
、収縮性スリーブを径方向に延びた状態に維持する外部若しくは内部支持体を除去するこ
とによって収縮される。欧州特許ＥＰ－Ｂ－０　５４１　０００は、径方向に膨張した状
態で、互いに隣接して配置された２つの取り外し可能な支持コアによって保持される径方
向収縮性スリーブを開示している。スリーブの様々な区間に対して別個の支持コアを有す
る別の径方向収縮性スリーブが、欧州特許ＥＰ－Ｂ－０　９６６　７８０に開示されてい
る。この既知の組立体においては、スリーブの様々な区間が、スリーブを折り返すことに
よって同心状に構成され、個々の区間は、取り外し可能な支持コア又は類似の支持要素に
よって、それぞれの径方向に膨張した状態に維持される。
【０００４】
　この既知の径方向収縮性スリーブに伴う１つの問題として、ユーザーは、心合わせする
方式でケーブル接続部上にスリーブを配置しなければならない。欧州特許ＥＰ－Ｂ－１　
１５８　６３９は、接続される２本のケーブルがねじによって取り付けられ得る電気コネ
クター要素を開示している。接続されるケーブルの導体は、コネクター要素の中に挿入さ
れ、そのコネクター要素内に締付ねじによって固定される。そのコネクター要素は弾性ス
リーブによって囲繞され、その弾性スリーブは、コネクター要素に取り付けられるときに
ケーブルを囲むために、コネクター要素の２つの端子端部を越えて延びる。コネクター要
素を囲繞する部分にある弾性スリーブは、締付けねじへのアクセスを可能にするための２
つの開口部を備えている。ねじが締め付けられると、２つの開口部はシールキャップによ
って閉じられる。既知の設計においては、湿気がキャップに沿って管状スリーブの中に入
り込む恐れがある。
【０００５】
　最後に、ドイツ特許ＤＥ－Ａ－２９　３９　６００及びＤＥ－Ａ－３８　１３　００１
より、中電圧又は高電圧ケーブルを接続するための、プラグとソケットによるコネクター
を使用することが知られており、ここでは、電気的接続を確立した後、収縮性スリーブが
ケーブル接続部の上に配置される。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　従って、特に中電圧又は高電圧ケーブルのための、ケーブル対ケーブルの接続又は止め
端部の適用において改善されたケーブル用端子が求められている、ここで、ケーブル用端
子は改善されたシーリング機能を備えており且つ容易にされた適用を見込んでいる。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、ケーブル、具体的には中電圧又は高電圧ケーブル用の管状端子であって、
　－少なくとも１つの嵌合式の第２のコネクターに接続するための少なくとも１つの端子
端部を有する第１のコネクターであって、第２のコネクターが、第２のコネクターが第１
のコネクターの少なくとも１つの端子端部に接続されたときに電気的接触をなすために、
ケーブルに接続され且つ第１のコネクターと係合されるようになされている第１のコネク
ターと、
　－第１の管状部分とその第１の管状部分から延びる第２の管状部分とを有する収縮性ス
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リーブと、を備え、
　－ここで、収縮性スリーブの第１の管状部分は、第１のコネクターの周りで固定式で配
置されており、
　－ここで、収縮性スリーブの第２の管状部分は、第２のコネクターが第１のコネクター
の少なくとも１つの端子端部に接続されるときに、嵌合式の第２のコネクターとその第２
のコネクターに取り付けられたケーブルとを被覆するために、第１のコネクターの少なく
とも１つの端子端部を越えて延びるようになされている、ケーブル用の管状端子を提供す
る。
【０００８】
　本発明によるケーブル用の管状端子は、少なくとも１つの嵌合式の第２のコネクターに
接続するための第１のコネクターを備えている。第２のコネクターは、ケーブルに接続さ
れ且つ第１のコネクターとの電気的接触をなすためにその第１のコネクターと係合するよ
うになされている。収縮性スリーブが第１のコネクターを囲んでおり、第１の管状部分と
第２の管状部分とを備えている。第１の管状部分内で、収縮性スリーブは、第１のコネク
ターの周りに固定式で配置されている一方、収縮性スリーブの第２の管状部分は、第１の
管状部分から、従って第１のコネクターの少なくとも１つの端子端部を越えて延びており
、この端子端部において、嵌合式の第２のコネクターは第１のコネクターに接続すること
ができる。収縮性スリーブの第２の管状部分は、第２のコネクターが第１のコネクターの
少なくとも１つの端子端部に接続されるときに、嵌合式の第２のコネクターとその第２の
コネクターに取り付けられたケーブルとを被覆するために、第１のコネクターの少なくと
も１つの端子端部を越えて延びるようになされている。
【０００９】
　従って、本発明において、収縮性スリーブは、完全に且つ一体的に第１のコネクターを
囲繞する。第１のコネクターは、プラグとソケットの接合面によって、第２のコネクター
に接続することができる。従って、双方のコネクター間の電気的接触は、一方のコネクタ
ーを他方のコネクターに差し込むことによって確立される。外部からアクセス可能なねじ
又は類似の締付け要素は、双方のコネクター間の電気的接触を確立するためには不要であ
る。従って、収縮性スリーブは、第１のコネクターの周りに固定式で且つ一体的に配置さ
れた第１の管状部分内で、第１のコネクターの周りに完全に閉じた密封性をもたらしてい
る。収縮性スリーブは第１のコネクターと共に予め組み立てられるので、第１のコネクタ
ーに対する位置は、予め組み立てられた管状端子をケーブル対ケーブルの接続部又はケー
ブル対止め端部の接続部としてそれぞれ適用するのに必要となる通りに、常に精密且つ正
確である。
【００１０】
　本発明による管状端子の第１のコネクターは、ソケット又はプラグ又はその双方として
構成された１つ以上の端子端部を有してもよく、即ち、一方の端子端部がソケットを備え
、他方の端子端部がプラグを備える。第１のコネクターは、典型的には、２つの嵌合式の
第２のコネクターに接続するための、又は１つの嵌合式の第２のコネクター及び止め端部
要素にそれぞれ接続するための、２つの端子端部を備えている。第１のコネクターはまた
、分岐コネクターであってもよい。更に、この用途において、第１のコネクターと少なく
とも３つの嵌合式のコネクターとの接続部は、プラグとソケットによる接続部として構成
される。ソケットとプラグによる接続部が高電流を伝えることができることを確実にする
ために、従来技術では、例えば欧州特許ＥＰ－Ａ－０　７１６　４７４、ドイツ特許ＤＥ
－Ａ－３８　１３　００１、及び同ＤＥ－Ａ－２９　３９　６００に開示されているよう
な種々の接触技法が提供されている。
【００１１】
　第１のコネクターは、可撓性であることも、部分的に可撓性であることも、剛性である
ことも可能である。可撓性又は部分的に可撓性のコネクターは、接続すべきケーブルを第
１のコネクターに容易に適用させるのに役立つ。このことは、予め組み立てられた管状接
続部を狭い空間内で使用するときに有利である。
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【００１２】
　ケーブルと嵌合式の第２のコネクターとの間の機械的且つ電気的接続は、この結果とし
て本発明の一実施形態による、第１のコネクターに接続されることになるが、圧着又は締
付けねじ若しくは類似の締付け要素によって実現される。好ましくは、締付けねじは、剪
断可能なねじとして構成されている。ケーブル（又は止め端部要素）と第２のコネクター
との間の接続に好適な締付け要素の例が、ＷＯ－Ａ－９５／２５２２９、ＷＯ－Ａ－９６
／３１７０６、ＥＰ－Ｂ－０　４７０　３８８、ＥＰ－Ｂ－０　６８８　９６０、ＥＰ－
Ｂ－０　６９２　６４３、ＥＰ－Ａ－０　７６９　８２５、ＥＰ－Ｂ－０　８１９　２２
２、ＥＰ－Ｂ－０　９８４　１７６、及びＵＳ－Ａ－６　０４５　３７３に開示されてい
る。
【００１３】
　本発明の管状端子において、ケーブルは第１のコネクターに非常に容易に接続すること
ができる。第１のコネクターは、固定式で接続されており、収縮性スリーブ内に配置され
ている。嵌合式の第２のコネクターは、単に第２のコネクターを第１のコネクターに又は
第１のコネクターを第２のコネクターに差し込むことによって第１のコネクターと電気的
接続をなすように、収縮性スリーブの第２の管状部分の中に挿入されることから、嵌合式
の第２のコネクターに取り付けられたケーブルは、第１のコネクターに容易に接続するこ
とができる。それ故に、収縮性スリーブは、第１のコネクターの一方の側に避難位置又は
自由空間を必要としない。予め組み立てられた管状端子が、２本の電気ケーブルを接続す
るために使用される場合、双方のケーブルは、付随する嵌合式の第２のコネクターが取り
付けられた状態で、１つ又は複数の収縮性スリーブの各第２の管状部分の中に両側から挿
入される。つまり、第１のコネクターが、その両側に２つの端子端部を備えている場合、
各第２の管状部分は、第１のコネクターの双方の端子端部を越えて延びる。別法として、
互いに重なり合う２つの収縮性スリーブを、各第２の管状部分が第１のコネクターの端子
端部を越えて延びる状態で、第１のコネクターの上に固定式で配置することができる。
【００１４】
　本発明の一実施形態において、収縮性スリーブの第１の管状部分が、第１のコネクター
の周りに固定式で取り付けられるように、第１のコネクターの上に収縮する。
【００１５】
　一般に、高温収縮性及び低温収縮性のスリーブが、本発明による予め組み立てられた管
状端子に使用することができる。しかしながら、スリーブを収縮させるための加熱を回避
する目的で、低温収縮性材料がスリーブには好ましい。これらの材料は、一般に当該技術
分野において既知であり、好ましくはシリコーン又はＥＰＤＭが使用される。低温収縮性
スリーブの場合、スリーブの少なくとも１つの第２の管状部分は、径方向に膨張した状態
に第２の管状部分から取り外し可能な支持体によって保持される。この支持体は、収縮性
スリーブの第２の管状部分を径方向に膨張した状態に保持するために、第２の管状部分の
内部又は第２の管状部分の外部に配置することができる。好適な支持体は、当業者には一
般に既知である。具体的には、低温収縮性スリーブを径方向に膨張した状態に保持するた
めにそのスリーブの中に挿入され、且つ低温収縮性のスリーブを収縮させるためにそのス
リーブから取り外されるように適合された少なくとも１つのコアを使用することが知られ
ている。本発明において、コアは、第２の管状部分を径方向に膨張した状態に保持するた
めに使用される。典型的には、コアが、螺旋状に巻かれたリボンを備え、第１のコネクタ
ーの端子端部に近位のコアの軸方向端部におけるリボンが、第１のコネクターの端子端部
から離れて面するコアの軸方向端部からリボンを引き裂き、それによって、コアの巻線ご
とにコアの残部からリボンを分離することによって、低温収縮性スリーブの第２の管状部
分から取り外されるように適合されている。第２の管状部分を径方向に膨張した状態に保
持するための種々の支持体並びにコアの例が、ＤＥ－Ａ－３９　４３　２９６、ＤＥ－Ａ
－４２　３３　２０２、ＷＯ－Ａ－９５／１１５４２、ＷＯ－Ａ－９５／３１８　８４５
、ＥＰ－Ａ－０　２９１　２１３、ＥＰ－Ａ－０　３９９　２６３、ＥＰ－Ａ－０　５０
０　２１６、ＥＰ－Ａ－０　６３１　１１７、ＥＰ－Ａ－０　６３１　３５７、ＥＰ－Ａ
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－０　７０２　４４４、ＥＰ－Ｂ－０　９６６　７８０、ＵＳ－Ａ－３　５１５　７９８
、ＵＳ－Ａ－４　１３５　５５３、ＵＳ－Ａ－４　１７９　３２０、ＵＳ－Ａ－４　５０
３　１０５、ＵＳ－Ａ－４　６５６　０７０、ＵＳ－Ａ－５　０９８　７５２、ＵＳ－４
　５８５　６０７に開示されている。
【００１６】
　スリーブの第２の管状部分は、第１のコネクターに接続されたケーブルへの適用の前に
既に端子端部を越えて延びるように配置することができ、従って、前述したように径方向
に膨張した状態に保持される。代替の実施形態において、コネクターに接続すべきケーブ
ルに適用される前の第２の管状部分は、コネクターの上に折り返すことができ、また、低
温収縮性材料から製造されている場合には、径方向に膨張した状態に保持することができ
る。更なる別の実施形態において、第２の管状部分は、コネクターをその端子端部まで円
周方向に囲むロール又はコイルを形成するように、端子端部の周りで巻くことができる。
【００１７】
　本発明の別の実施形態において、収縮性スリーブの第２の管状部分は、径方向に膨張し
た状態に、互いに隣接して配置された少なくとも２つのコアによって保持される。これら
の２つのコアは、第１のコネクターと第２のコネクターとの接続を容易にするために収縮
性スリーブの第２の管状部分を可撓性にする目的で、分離するか又は柔軟に接続すること
ができる。この少なくとも２つのコアは、異なる内径を有してもよく、それによって、本
発明による予め組み立てられた管状端子の適用及び使用が更に容易になり得る。
【００１８】
　ケーブル接続部及びケーブル止め端部の適用には、同心状に且つ一方を他方の上に重ね
て配置された２つの収縮性スリーブを使用することが、通常では必要である。第１の即ち
内側の収縮性スリーブは、第１のコネクターと、任意の嵌合式の第２のコネクターと、１
本又は複数本のケーブルの伝導体の周りの絶縁層とを被覆する。第１の収縮性スリーブは
、通常、導電性又は半導電性の界磁制御電極層を備えている。第１の即ち内側の収縮性ス
リーブの周りに、第２の即ち外側の収縮性スリーブが配置され、この第２の収縮性スリー
ブは、第１の収縮性スリーブを越えて軸方向に延び、１本又は複数本のケーブルの外側ジ
ャケットの上に収縮する。この構成は、中電圧及び高電圧ケーブルに使用されるものであ
り、外側の収縮性スリーブの下にある例えば金属材料の導電層は、金属スクリーンと、１
本又は複数本のケーブルの外側ジャケットの下にある外側の静電遮蔽層とを電気的に接続
する。第２の収縮性スリーブは、第１の収縮性スリーブの周りに配置され、第１の収縮性
スリーブの第２の管状部分を越えて延びる。
【００１９】
　本発明の一実施形態において、第２の収縮性スリーブが、固定式で配置された、具体的
には第１の収縮性スリーブの第１の管状部分の上に収縮した第１の管状部分を備えている
一方、第２の収縮性スリーブの第２の管状部分が、第１の収縮性スリーブの第２の管状部
分並びにケーブルの外側ジャケットを被覆するために、第１の収縮性スリーブの第２の管
状部分の周りに配置されており、且つ第１のコネクターの少なくとも１つの端子端部を越
えて延びるように適合されている。第２の収縮性スリーブは、低温収縮性又は高温収縮性
材料から製造することができる。第２の収縮性スリーブは、その全長に沿って又はその第
２の管状部分の少なくとも副部分に沿って、径方向に膨張した状態に、第２の収縮性スリ
ーブの内部又は外部に配置され且つその第２の管状部分から取り外し可能である支持体に
よって保持される。第２の収縮性スリーブに使用される支持体は、一般に、第１の収縮性
スリーブの第２の管状部分に対する支持体に関して上述したものと同じ設計及び構成とす
ることができる。
【００２０】
　本発明の一実施形態において、第２の収縮性スリーブは、第１の収縮性スリーブの第１
の管状部分の上又は周りで互いに重なり合う２つのスリーブ部分を備えていてもよい。
【００２１】
　本発明の別の実施形態において、第２の収縮性スリーブが、第２の管状部分を有してお



(10) JP 2009-536442 A 2009.10.8

10

20

30

40

50

り、その第２の管状部分内で、第２の収縮性スリーブは、第１の収縮性スリーブの第１の
管状部分及び／又はその第２の管状部分上に配置された、円周方向に延びるロールを形成
するように巻かれている。第１の収縮性スリーブが第３の管状部分を備える場合、第２の
収縮性スリーブはまた、その第２の管状部分と同様に巻かれ且つ第１の収縮性スリーブの
第１の管状部分及び／又は第３の管状部分上に配置された第３の管状部分を備えていても
よい。第２の収縮性スリーブの円周方向に延びる各ロールは、ロールが巻き出されるのを
防止するために、固定され固着されていてもよい。具体的には、第１の収縮性スリーブの
第２の（及び、設けられている場合、第３の）管状部分が、径方向に膨張した状態に保持
される場合、第１の収縮性スリーブの第１の管状部分と第２の管状部分（並びに第１の管
状部分と第３の管状部分）との間の拡幅区間は、１つ又は複数のロールが偶然に巻き出さ
れるのを防止するか、又は防止するのに役立つ。
【００２２】
　本発明の更なる実施形態において、第１のコネクターは、ケーブルを接続するために管
状端子を使用するのに先立って（第１の）収縮性スリーブの第１の管状部分に配置されて
いるという点で、管状端子は予め組み立てられていてもよい。
【００２３】
　前述のように、収縮性スリーブは、その装着状態において、導電性又は半導電性の内側
層と、例えばシリコーン又はエチレンプロピレンジエンモノマーゴム（ＥＰＤＭ）の誘電
層とを備えている。高温収縮性又は低温収縮性材料から製造され得るこれらの収縮性スリ
ーブは、一般に当業者には既知である。それらの収縮性スリーブは、成形において、それ
ぞれ押出成形プロセスで製作される。２つの層を持つスリーブを得るために、標準的な共
押出プロセスを用いてもよい。例えば、内側導電性又は半導電性層と、その層の上部の外
側誘電層とが押し出される。また、導電性又は半導電性層を誘電層の上部に持つ収縮性ス
リーブを第１の工程において生成することも可能である。この場合、第２の工程において
、スリーブをコネクターに装着する前に、そのスリーブを少なくとも部分的に反転させな
ければならない。
【００２４】
　本発明の更なる実施形態において、無線自動識別（ＲＦＩＤ）タグが管状端子に組み込
まれてもよい。このようなＲＦＩＤは、関連する部品についての情報を保存することがで
き、また、関連する部品の耐用期間の間ＲＦＩＤタグに情報を書き込むことができ、その
ＲＦＩＤタグに保存した情報を読み出すことができる。ＲＦＩＤタグは、製造の間に、本
発明の管状端子に組み込むことができる。そのとき、コネクター、製造日データなどの情
報のような、第１の情報をタグに追加することができる。ＲＦＩＤタグの組み込みに好ま
しい場所は、第１のコネクターの上の領域、特に第１の収縮性スリーブ及び第２の収縮性
スリーブが第１のコネクターの周りに固定式で配置される領域、つまり収縮性スリーブと
コネクターとの間に一定の径方向圧力が存在する領域を意味する。これには、伸長、延伸
又は圧縮などの機械的な圧力が取付けの間にタグに加えられず、また、取付けの間にタグ
を組み込むための付加的な作業工程が不要であるという利点がある。タグは、第１の収縮
スリーブ又は第２の収縮性スリーブのいずれかのスリーブの一方に組み込むことができる
。タグは遮蔽特性を持つ層の下には組み込まれないことが重要である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　以下の本明細書において、本発明の多様な実施形態について説明し図面に示すが、図面
において、同様の要素は、同じ参照番号を与えられている。
【００２６】
　図１から３は、２本の中電圧又は高電圧ケーブル１２、１４を接続するケーブルスプラ
イス用の、予め組み立てられた管状端子１０による管状端子の第１の実施形態を示してい
る。予め組み立てられた管状端子１０は、２つの端子端部１８、２０を反対側に有する第
１のコネクター１６を備えている。これらの端子端部１８、２０は、受容空間２６、２８
を画定するソケット２２、２４を備えている。それ故に、この実施形態における第１のコ
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ネクター１６は、ソケットコネクターである。図面において、管状端子は、予め組み立て
られた状態で示されており、その状態は、そういうものとして、本発明の好ましい実施形
態に関連している。
【００２７】
　第１のコネクター１６は、（第１の）収縮性スリーブ３０内に配置されており、この収
縮性スリーブ３０は、例えばシリコーン又はＥＰＤＭの誘電層３２を、導電性又は半導電
性の内側層３３と共に有している。高温収縮性又は低温収縮性材料から製造され得るこれ
らの収縮性スリーブ３０は、一般に当業者には既知である。
【００２８】
　収縮性スリーブ３０は、第１の管状部分３４と、その第１の管状部分３４の両側に配置
された第２の管状部分３６及び第３の管状部分３８を備えている。その第１の管状部分３
４内で、スリーブ３０は、第１のコネクター１６に固定式で接続されており、従って、こ
の実施形態においては、その第１の管状部分３４を持つ収縮性スリーブ３０が、第１のコ
ネクター１６上で収縮する。第２の管状部分３６及び第３の管状部分３８は、第２の端子
端部１８及び第３の端子端部２０を越えて延びており、径方向に膨張した状態に支持コア
３９、４０によって保持されている。各支持コア３９、４０は、螺旋状に巻かれたリボン
４２を備えており、このリボン４２は、第１のコネクター１６の各端子端部１８、２０か
ら基部側の各支持コア３９、４０の軸方向端部において、端子端部１８、２０から離れて
面する各支持コア３９、４０の軸方向端部からリボン４２を引っ張ることによって、収縮
性スリーブ３０の各第２の管状部分３６又は第３の管状部分３８から取り外されるように
適合されている。それにより、リボン４２は、各支持コア３９、４０の残部から巻線ごと
に分離される。この支持コアの技法は、当業者には一般に知られている。
【００２９】
　２本のケーブル１２、１４を第１のコネクター１６に接続するために、嵌合式の第２の
コネクター４４及び第３のコネクター４６が、ケーブル１２、１４の各伝導体４８に取り
付けられている。図２に示すように、第２のコネクター４４及び第３のコネクター４６の
それぞれは、第１のコネクター１６のソケット２２、２４の中に挿入されるプラグ５０と
、ケーブル伝導体４８を受容するための受容空間５２とを備えている。受容空間５２の中
に挿入した後、伝導体４８は、固定することができ、即ち、剪断可能なねじ５４によって
、又は、ケーブル伝導体４８を囲む第２のコネクター４４及び第３のコネクター４６の各
部分を圧着することによって、機械的に且つ、従って電気的に、第２のコネクター４４及
び第３のコネクター４６に接続することができる。
【００３０】
　ケーブル１２と１４を接続するために、それらの種々の層は、当業者にとって既知の方
式で剥ぎ取られなければならない。具体的には、内側絶縁層５６が、それぞれのケーブル
１２、１４の端部で伝導体４８を露出させるように剥ぎ取られなければならない。また、
ケーブル絶縁層５６を囲む伝導ケーブルスクリーン５８、伝導ケーブルスクリーン５８の
周りに配置された金属ケーブルスクリーン６０、及び外側ケーブルジャケット６２は、従
って、中電圧又は高電圧ケーブルの分野で一般に知られているように剥ぎ取られる。第２
のコネクター４４及び第３のコネクター４６が、ケーブル１２、１４の伝導体４８に取り
付けられるとき、ケーブル１２、１４は、第２のコネクター４４及び第３のコネクター４
６が第１のコネクター１６に接続されるまで、反対側からスリーブ３０の中に挿入される
。この手順では、第１のコネクター１６の側面の一方の上のスリーブ３０に対して、避難
位置は不要である。
【００３１】
　図２に示すようにコネクターが合わせて嵌められると、リボン４２を引っ張ることによ
って、支持コア３９、４０は、収縮性スリーブ３０の第２の環状部分３６及び第３の環状
部分３８から取り外される。リボン４２を引くと、収縮性スリーブの各環状部分は、それ
ぞれ第１のコネクター及びその各端子端部１８、２０上で収縮し始める。このことは、ス
リーブ３０の径方向に膨張した管状部分内の空気が、各第２の管状部分又は第３の管状部
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分の内側の軸方向端部を起点として、収縮性スリーブから押し出され、その結果、これら
の部分が収縮したとき、収縮性スリーブの第２の管状部分３６及び第３の管状部分３８の
中に、空気が捕捉されることがないという点で有利である。その後、第２の収縮性スリー
ブ６４が、（第１の）収縮性スリーブ３０の上に配置される。この第２の収縮性スリーブ
６４は、外側誘電層６６を備えており、この外側誘電層６６は、内側収縮性スリーブ３０
と外側収縮性スリーブ６４との間に設けられた金属スクリーンスリーブ６８を囲んでいる
。内側の収縮性スリーブ３０は、外側伝導層（図示せず）を有してもよい。先に説明した
全ての要素を備える、完全に装着されたケーブルスプライスが、図３に示されている。内
側応力制御層であるスリーブ３０の内側導電性層３３により、２本のケーブル１２、１４
のケーブル伝導スクリーン又は遮蔽層５８が接続される。２本のケーブル１２、１４のケ
ーブル金属スクリーン６０は、外側の即ち第２の収縮性スリーブ６４の下方に配置された
金属スクリーンスリーブ６８によって、電気的に接続される。
【００３２】
　図４は、図１による予め組み立てられた管状端子１０の別の実施形態を示している。図
４による実施形態において、予め組み立てられた管状端子１０Ａは、支持コア３９、４０
のそれぞれが２つの個別のコア要素３９’、３９”、４０’、４０”を有しているという
点で、図１～３に示したものとは異なっている。これらのコア要素のそれぞれは、図４に
示すように、個別に引っ張られ得る、螺旋状に巻かれたリボンを備えている。この設計で
は、収縮性スリーブ３０の第２の管状部分３６及び第３の管状部分３８に向かって、特定
の曲げ加工性がもたらされ、この曲げ加工性により、接続すべきケーブルを収縮性スリー
ブ３０の対向端部の中に挿入することが容易となる。収縮性スリーブ３０の管状部分３６
及び３８のそれぞれに対して、２つの別々のコア要素を有する代わりに、両方のコア要素
が、コア要素のそれぞれの内部のリボンの個々の巻線が互いに接続されるように、１つで
且つ全く同じリボンによって螺旋状に巻かれてもよい一方、その横方向側面上の２つのコ
ア要素を接続する区間内のリボンが、隣接するコア要素の各第１の巻線から分離される。
【００３３】
　図５は、ケーブルスプライス用の、予め組み立てられた管状端子１０Ｂの更なる実施形
態の横断面図を示している。この実施形態において、外側の即ち第２の収縮性スリーブ６
４は、内側収縮性スリーブ３０を越えて延びる収縮性スリーブ６４の軸方向端部を除いて
、第１の収縮性スリーブ３０の上に直接収縮する。外側収縮性スリーブ６４は、内側収縮
性スリーブ３０の第１の管状部分３４の上に収縮する第１の管状部分７０を備えている。
更に、外側収縮性スリーブ６４は、第２の管状部分７２と第３の管状部分７４とを備えて
おり、それらの管状部分は、それぞれ第１の副部分７６、７８と第２の副部分８０、８２
とを有している。第１の副部分７６、７８内で、外側収縮性スリーブ６４は、内側収縮性
スリーブ３０の各第２の管状部分３６及び第３の管状部分３８の上に収縮する。第２の副
部分８０、８２は、第１の副部分７６、７８に対して折り返されており、径方向に膨張し
た状態に別々の支持コア８４、８６によって保持されている。外側収縮性スリーブ６４の
第２の副部分８０、８２は、端部区間を形成しており、それによって、外側収縮性スリー
ブ６４は、内側収縮性スリーブ３０を超えて延びる。図５による予め組み立てられた管状
端子１０Ｂは、内側収縮性スリーブ３０と外側収縮性スリーブ６４が既に互いに組み立て
られているが、より小型の構成をもたらしている。従って、外側収縮性スリーブ６４は、
ケーブル１２、１４の一方の上に、またケーブルスプライスの側面の一方の上に、いかな
る自由空間をも必要としない。
【００３４】
　予め組み立てられた管状端子１０Ｂを使用する場合、接続すべきケーブル１２、１４を
調整した後、第２のコネクター４４及び第３のコネクター４６が、第１のコネクター１６
に接続される。その後、内側収縮性スリーブ３０の第２の管状部分３６及び第３の管状部
分３８は、リボン４２を引っ張ることによって各支持コア３９、４０が取り外されるので
、圧壊することが可能となる。その後、支持コア８４及び８６は、外側収縮性スリーブ６
４の第２の副部分８０、８２から取り外されるが、ここで、各支持コアリボン４２を取り
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外すとき、各第２の副部分８０、８２は、移動されなければならず、また、スプライスを
完成させるようにケーブル１２、１４に向かって移動される。
【００３５】
　図６から１０は、内側収縮性スリーブ３０に対する外側収縮性スリーブ６４の配置の多
様な実施形態を示している。図６によれば、外側収縮性スリーブ６４は、外側収縮性スリ
ーブ６４の第１の管状部分７０並びに第１の副部分７６、７８を支持する支持要素８８に
よって支持されており、第２の副部分８０、８２は、図５に示すものと同じ方式で支持さ
れている。図６並びに図７～１０において、個々の支持コア及び第２の収縮性スリーブ６
４の各部分が、単に概略的に示されている。
【００３６】
　図７によれば、外側収縮性スリーブ６４は、軸方向端部が折り返されることのない直線
状の管として設計されている。軸方向の全長に沿って、外側収縮性スリーブ６４は、支持
コア８８によって支持されている。
【００３７】
　図８の実施形態によれば、外側収縮性スリーブ６４は、第１の管状部分７０においての
み、第１の収縮性スリーブ３０の上へ収縮し、且つ第１の収縮性スリーブ３０によって支
持される。第２の収縮性スリーブ６４の第２の管状部分及び第３の管状部分は、径方向に
膨張した状態に、内側の収縮性スリーブ３０の端部を越えて延びる支持コア８４、８６に
よって保持されている。
【００３８】
　図９において、外側の収縮性スリーブ６４は、内側の収縮性スリーブ３０によって、そ
の第１の管状部分３４、第２の管状部分３６、及び第３の管状部分３８内で支持されてい
る一方、第２の収縮性スリーブ６４の第２副部分８０、８２は、内側の収縮性スリーブ３
０の両側を越えて延びており、支持コア８４、８６によって支持されている。
【００３９】
　最後に、図１０に、外側の収縮性スリーブ６４の更なる変形が示されている。この実施
形態において、外側の収縮性スリーブ６４は、２つのスリーブ部分９０を備えており、こ
れらのスリーブ部分９０は、第１の管状部分７０内で互いに重なり合い、内側の収縮性ス
リーブ３０の第２の管状部分及び第３の管状部分によって支持され、第２の副部分８０、
８２内で支持コア８４、８６によって支持されており、その第２の副部分８０、８２にお
いて、外側の収縮性スリーブ６４が、内側の収縮性スリーブ３０の端部を越えて延びてい
る。
【００４０】
　ここで、内側の収縮性スリーブ３０及び外側の収縮性スリーブ６４のいくつかの異なる
配置が可能であることに留意されたい。図示の例は、限定的な態様を有することのないも
のとする。具体的には、２つのスリーブ部分の重なり合う構成が、内側の収縮性スリーブ
３０にも使用されてもよいことに留意されたい。
【００４１】
　図１１は、径方向に膨張した状態に保持された２つの収縮性スリーブ３０及び６４の別
の相対的配置を示している。図１１の実施形態は、図４の予め組み立てられた管状端子１
０Ａの特徴と、図５に示すような外側の収縮性スリーブ６４の特徴との組合わせを備えて
いる。具体的には、２つのコア要素３９’、３９”と４０’、４０”との間を分離する平
面９２は、それぞれ、外側の収縮性スリーブ６４の第２の副部分８０、８２が折り返され
る平面と実質的に一致している。具体的には、図１１に示すように、その適用前の状態に
ある第２の収縮性スリーブ６４は、平面９２を越えて延びることはない。従って、図１１
の予め組み立てられた管状端子は、平面９２を越えて延びる内側の収縮性スリーブ３０の
端部部分が曲げ加工性を有する状態で、相当に小型の設計をもたらしており、それによっ
て、内側の収縮性スリーブ３０の径方向に膨張した端部の中にケーブルを挿入することが
容易となっている。
【００４２】
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　図１２は、分岐に使用される予め組み立てられた管状端子１０Ｃの実施形態を示してい
る。第１のコネクター１６は、３つの端子端部１８、２０、１８’を備えており、２つの
端子端部１８、１８’は、第１のコネクター１６の一方の端部に配置されており、第３の
端子端部２０は、第１のコネクター１６の他方の端部に配置されている。収縮性スリーブ
３０は、第１の管状部分３４内で第１のコネクター１６に固定的に配置され接続されてお
り、第２の管状部分３６及び第３の管状端子３８内で第１のコネクター１６を越えて延び
ている。これらの部分内で、収縮性スリーブ３０は、径方向に膨張した状態に支持コア３
９、４０によって保持されている。従って、２つの隣接する端子端部１８、１８’は、全
く同一の支持コア３９によって囲まれている。当業者に既知であるように、支持コア３９
を通じて端子端部１８、１８’の中に挿入される２本のケーブルの間に、またその２本の
ケーブルの周りに、アダプター（図示せず）が配置される。その後、支持コア３９は、収
縮性スリーブ３０の第２の管状部分３６からリボン４２を引っ張ることによって取り外す
ことができ、その結果、第２の管状部分３６は、それらのアダプターを含んだケーブルの
上に収縮する。ケーブル分岐についての例は、ＤＥ－Ｃ－１９８　１７　２１９及びＷＯ
－Ａ－９９／２１２５９に見出すことができる。
【００４３】
　図１３に、ケーブルの止め端部の用途に使用するための、予め組み立てられた管状端子
１０Ｄの実施形態が示されている。予め組み立てられた管状端子１０Ｄの全体的な構成は
、図１に示すものと同一である。しかしながら、図１３においては、誘電体の止め端部要
素９４が第２のコネクター１４内に挿入されており、次いで、その第２のコネクターが第
１のコネクター１６の端子端部１８の中に挿入されている。図１３に、外側の収縮性スリ
ーブ６４を含んだ、完全に装着された状態にある予め組み立てられた管状端子１０Ｄが示
されている。
【００４４】
　図１４は、コネクター１６’、４４、４６の設計を除いて図１のものと類似した、予め
組み立てられた管状端子１０Ｂの例を示している。図１４の実施形態において、第１のコ
ネクター１６’は、ソケット端子端部１８’とプラグ端子端部２０’とを備えている。そ
れ故に、第２のコネクター４４はプラグ５０を備えており、一方で、第３のコネクター４
６は、第１のコネクター１６のプラグ端子端部を受容するためのソケットを有している。
第２のコネクター４４並びに第３のコネクター４６の双方は、接続される２本のケーブル
１２、１４の伝導体４８を受容するための受容空間５２を備えている。別法として、図１
３に示すように、予め組み立てられた管状端子１０Ｅが止め端部の用途に使用される場合
、ケーブルのうちの１本は、止め端部要素によって交換することができる。
【００４５】
　図１５は、収縮性スリーブ３０が固定的に取り付けられる第１のコネクター１６”を有
する、予め組み立てられた管状端子１０Ｆを示している。それ故に、予め組み立てられた
管状端子１０Ｆの構成は、コネクター１６”、４４、及び４６の設計を除いて図１のもの
と類似している。つまり、図１５において、第１のコネクター１６は、端子端部１８、２
０を画定する２つのプラグを備えている。従って、第２のコネクター４４及び第３のコネ
クター４６は、受容空間９６と、第１のコネクター１６のプラグを受容するためのソケッ
ト９８とを備えている。
【００４６】
　予め組み立てられた管状端子１０Ｇの別の実施形態が、図１６に示されている。この実
施形態において、第２の収縮性スリーブ６４の誘電層６６は、第１の収縮性スリーブ３０
の第１の管状部分３４内に配置されるように、第２の管状部分７２及び第３の管状部分７
４において巻かれている。第１の収縮性スリーブ３０の第１の管状部分３４と第２の管状
部分３６及び第３の管状部分３８との間の拡幅する遷移区間は、第２の収縮性スリーブ６
４の第２の管状部分７２及び第３の管状部分７４が偶然に巻き出されることを防止するの
に役立つ。第２の収縮性スリーブ６４の誘電層６６の下方にある金属スクリーンスリーブ
６８は、図１６に示すように、それぞれ第１の収縮性スリーブ３０の第１の管状部分３４
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と第２の収縮性スリーブ６４の管状部分７０との間で延びており、また、管状部分７２及
び７４の両側に配置された残り部分において集結している。
【００４７】
　図１６による管状端子１０Ｇを適合させるために、２本のケーブルが、まず支持コア３
９及び４０の中に挿入され、その結果、ケーブルに取り付けられた第２のコネクターは、
第１のコネクター１６と電気的接触をなす。その後に又はその前に、金属スクリーンスリ
ーブ６８は、第１の収縮性スリーブ３０の第２の管状部分３６及び第３の管状部分３８を
被覆するように、更にまた、第１の収縮性スリーブ３０の軸方向端部を越えて延びるよう
に軸方向に延伸される。その後に、リボン４２が引き出され、その結果、第２の管状部分
３６及び第３の管状部分３８にある第１の管状スリーブ３０は、連続的にケーブル上に収
縮する。このプロセスと同時に、第２の収縮性スリーブ６４の、２つの巻かれた第２の管
状部分７２及び第３の管状部分７４が、誘電層６６の材料の内部張力により、自動的に巻
き出される。この巻き出しプロセスは、ロールを保持することによって、又は、ロールが
偶然に巻き出されるのを防止する止め要素（図示せず）を選択的に適用させ取り外すこと
によって、手動で制御することができる。
【００４８】
　図１７及び１８において、少なくとも３つの管状端子１０Ｈの配置が示されている。管
状端子１０Ｈは、図１、４、１４、又は１５に示すものと同一とすることができる。少な
くとも３つの管状端子１０Ｈのこの配置は、三相電力ケーブルの配置に使用することがで
きる。図１８に示すように、３つの管状端子１０Ｈの第１の収縮性スリーブ３０が各第１
のコネクター１６の上に収縮する、狭められた中央部分内で、３つの管状端子１０Ｈは、
位置決め要素１００によって接続され位置決めされており、その位置決め要素１００は、
第１の収縮性スリーブ３０の第１の管状部分３４内で管状端子１０Ｈを受容するための、
外向きに延びる３つの受容部分１０２を有している。３つの管状端子１０Ｈは、互いに接
近して配置されており、それらの収縮性スリーブ３０の第２の管状部分及び第３の管状部
分内で互いに接触している。それ故に、３つの管状端子１０Ｈは、三角形の形状の方式で
配置されている。テープのスリーブ１０４が、位置決め要素１００、並びに３つの管状端
子１０Ｈの収縮性スリーブ３０の第１の管状部分３４を囲んでおり、その結果、３つの管
状端子１０Ｈは固定式で配置されている。３つの管状端子１０Ｈは予め組み立てられた状
態であるため、三相ケーブルが互いに接近して配置されうる三相格子（three-phase grit
）又はユーティリティネットワーク（utility network）の電力ケーブルを接続するため
に、図１７及び１８に示す方式でそれらの管状端子１０Ｈを配置することが可能であり、
また、図１７及び１８の管状端子配置を適用するとき、三相ケーブルの周りに必要な空間
はごくわずかである。
【００４９】
　図１９は、図１から３によるものと類似し且つ柔軟な第１のコネクター１６を有するケ
ーブルスプライス用の、予め組み立てられた管状端子１０Ｋの別の実施形態を示している
。この実施形態において、第１のコネクター１６は、例えばマルチワイヤケーブルから形
成された柔軟な中央区間１６’を備えており、この中央区間１６’の端部に、ソケットコ
ネクター要素１６”及び１６’’’が、例えば圧着によって固定式で取り付けられる。２
つのソケットコネクター要素１６”及び１６’’’は、受容空間２６、２８を備えており
、これらの受容空間２６、２８は、ケーブルを電気的に接続するためのコネクター要素１
６’’’、１６”に接続されるケーブル（図示せず）のプラグを受容するためのものであ
る。
【００５０】
　図２０は、図１から３のものと類似したケーブルスプライス用の、予め組み立てられた
管状端子１０Ｌの更なる実施形態を示しており、第１のコネクター１６の付随する端子端
部２２、２４を越えて延びるようになされた内側のスリーブ３０の管状部分３６、３８の
１つは、第１のコネクター１６を囲むように折り返されており、この折り返された部分内
で、径方向に膨張した状態に支持コア３９によって保持されている。この実施形態におい
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て、第２の部分又は第３の部分の一方（この場合は第２の管状部分３６）が、第１のコネ
クター１６の上で、また、部分的に第２の管状部分及び第３の管状部分の他方（この場合
は第３の管状部分３８）の上で折り返されている。この折り返し構造は、予め組み立てら
れた管状端子の長手方向の延びを短縮するのに役立ち、このことは、狭く僅かな空間内で
の適用において有利となり得る。
【００５１】
　図２１は、図２０のものと類似したケーブルスプライス用の、予め組み立てられた管状
端子１０Ｍの更なる実施形態を示しており、第１のコネクター１６の付随する各端子端部
２２、２４を越えて延びるように適合された内側のスリーブ３０の管状部分３６、３８が
折り返され、その折り返された部分内で重ねられており、その折り返された部分は、径方
向に膨張した状態に各支持コア３９、４０によって保持されている。スリーブ３０の第３
の管状部分３８に対する支持コア４０は、第３の管状部分３８の同軸状に配置された各副
部分を支持するコア部分３９’及び３９”を分離するように配置されている。収縮性スリ
ーブ３０の第２の管状部分３６と第３の管状部分３８の双方の折り返された部分が、重ね
て配置されることにより、予め組み立てられた管状端子の全体的な長手方向の延びを更に
減じることが可能となっている。
【００５２】
　図２２は、ケーブルスプライス用の予め組み立てられた管状端子１０Ｎの別の実施形態
を示しており、この管状端子１０Ｎは、内側のスリーブ３０の各部分が、付随する各端子
端部２２、２４を越えて延びるように適合され、周囲方向に延びる２つのロール又はコイ
ルを第１のコネクター１６上に配置するように巻かれている。内側のスリーブ３０の第２
の管状部分３６及び第３の管状部分３８は、図１６に示すように外側のスリーブの端部部
分用に巻かれており、また、これらの状態で、例えば端子端部においてロールとコネクタ
ーとの間で押される区間を有する環状の要素として形成された止め要素によって固着され
ることができる。
【００５３】
　最後に、図２３は、図２２に示したものに類似し且つ外側スリーブ６４を備えるケーブ
ルスプライス用の、予め組み立てられた管状端子１０Ｐの更に別の実施形態を示しており
、この外側のスリーブ６４も導電ネット６８と共に巻かれており、この導電ネット６８は
、内側スリーブ３０と外側スリーブ６４との間に配置され、内側スリーブ３０と外側のス
リーブ６４のそれぞれの端部で隣接するロール又はコイルの間に集結されている。ここで
、内側スリーブ３０と外側のスリーブ６４の双方は、それらの２つの各々の端部で巻かれ
ている。外側収縮性スリーブ６４のロールは、内側収縮性スリーブ３０のロールによって
画定された領域内に配置されている。ロールの双方の対、又は、少なくとも内側スリーブ
３０のロールの外側の対は、図２２の実施形態に関して上述したように、止め要素によっ
て固着することができる。
【００５４】
　説明した全ての実施形態を参照して、ただし、特に図２０で説明した実施形態を参照し
て、言及すべきこととして、外側誘電層３２と内側導電性層とを備える内側スリーブ３０
は、２つの異なる方式で製造することができる。この状況において、内側及び外側という
語は、管状端子の装着状態を指す。第１の方式によれば、誘電層は導電性又は半導電性層
３２の上部に押出成形される。内側スリーブ３０を図２０に示す形にするために、内側ス
リーブ３０の第２の管状部分３６は、第１のコネクター１６を囲むように、内側スリーブ
３０の第３の管状部分３８の上に折り返される。スリーブ３０の第２の管状部分３６及び
第３の管状部分３８は、径方向に膨張した状態に支持コア３９及び４０によって支持され
る。取付けの間、ケーブルを端子の中に挿入し、支持コア３９及び４０を取り外した後、
第２の管状部分３６は元の段階へ折り返される。
【００５５】
　内側スリーブ３０を製造する第２の方式（裏返し式の製造）によれば、導電性又は半導
電性層３２が誘電層３３の上部に押出される。内側スリーブを図２０に示す形にするため
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に、内側スリーブ３０の第３の管状部分３８は、コネクター１６を覆って内側スリーブ３
０の第２の管状部分３６に折られる。スリーブ３０の第２の管状部分３６及び第３の管状
部分３８は、径方向に膨張した状態に支持コア３９及び４０によって支持される。取付け
の間、ケーブルを端子の中に挿入し、支持コア３９及び４０を取り外した後、第２の管状
部分３６は、挿入されたケーブルを覆って折り返される。従って、全体としての内側スリ
ーブ３０は、裏返しにされている（内側スリーブの製造の後に導電層は外側を向き、管状
端子の取付け後に導電層は内側を向いている）。
【００５６】
　本発明について、その特定の例示的な実施形態を参照して例示し、説明してきたが、本
発明がそれらの例示的な実施形態に限定されることは意図していない。特許請求の範囲に
よって定義される本発明の真の範囲から逸脱することなく、変更及び修正がなされ得るこ
とは、当業者には理解されよう。従って、添付の特許請求の範囲及びその等価物の範疇に
含まれるような全ての変更及び修正を、本発明に含めることが意図されている。
【００５７】
　最良の形態を含む本発明の完全で且つ有効な開示は、当業者が本発明を実施することを
可能にするものであり、添付の図面を参照して以下の説明でより詳細に記載されている。
【図面の簡単な説明】
【００５８】
【図１】２本のケーブルを電気的に接続するための、予め組み立てられた管状端子の第１
の実施形態の横断面図を示している。
【図２】２本のケーブルが互いに電気的に接続されているが、第２の管状部分にある収縮
性スリーブが、依然として径方向に膨張した状態に保持されている、図１による装置の横
断面図。
【図３】内側スリーブは、ケーブルコネクターの上に収縮しており、ケーブルの内側絶縁
層及び外側スリーブは、内側スリーブの上、並びに、ケーブルの外側ジャケットの上に収
縮している、完成したケーブルスプライスの横断面図。
【図４】収縮性スリーブの各第２の管状部分のそれぞれを支持するための２つの個々のコ
アを有する本発明の別の実施形態の横断面図を示す。
【図５】内側スリーブと、この内側スリーブの上に収縮した外側スリーブを備え、そして
、互いに面するように折り返され、且つ、径方向に膨張した状態に別々の支持体によって
保持される端部副部分を有している本発明の第３の実施形態を示す。
【図６】内側スリーブと外側スリーブとを有するケーブルスプライス用の、予め組み立て
られた管状端子の種々の組合わせの個々の更なる実施形態を示しており、外側のスリーブ
は様々な構成を有している。
【図７】内側スリーブと外側スリーブとを有するケーブルスプライス用の、予め組み立て
られた管状端子の種々の組合わせの個々の更なる実施形態を示しており、外側のスリーブ
は様々な構成を有している。
【図８】内側スリーブと外側スリーブとを有するケーブルスプライス用の、予め組み立て
られた管状端子の種々の組合わせの個々の更なる実施形態を示しており、外側のスリーブ
は様々な構成を有している。
【図９】内側スリーブと外側スリーブとを有するケーブルスプライス用の、予め組み立て
られた管状端子の種々の組合わせの個々の更なる実施形態を示しており、外側のスリーブ
は様々な構成を有している。
【図１０】内側スリーブと外側スリーブとを有するケーブルスプライス用の、予め組み立
てられた管状端子の種々の組合わせの個々の更なる実施形態を示しており、外側のスリー
ブは様々な構成を有している。
【図１１】内側スリーブは、第２の管状部分のそれぞれに対して２つの支持コアを備えて
おり、そして、内側スリーブ用の各対の支持コアの分離平面同士の内部にある外側スリー
ブは折り返されており、第２の即ち外側スリーブのその折り返された副部分は、径方向に
膨張した状態に別々の支持コアによって保持されている、外側スリーブを備えるケーブル
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スプライス用の、予め組み立てられた管状端子の組合わせの更なる実施形態を示す。
【図１２】分岐型のケーブルスプライス用の、予め組み立てられた管状端子の横断面図。
【図１３】内側の収縮性スリーブ及び外側の収縮性スリーブが、ケーブル及び止め端部要
素の上に完全に収縮している状態で、ケーブルの止め端部の適用のための、予め組み立て
られた管状端子の横断面図。
【図１４】ソケット端子端部とプラグ端子端部とを持つコネクターを有するケーブル用の
、予め組み立てられた管状端子の更なる実施形態の横断面図。
【図１５】２つの端子端部にプラグを有するコネクターを持つケーブル用の、予め組み立
てられた管状端子の更なる実施形態。
【図１６】本発明によるケーブル接続部用の、予め組み立てられた管状端子の更なる実施
形態であり、外側の収縮性スリーブは、周囲方向に延びる２つのロール又はコイルを内側
の収縮性スリーブの第１の管状部分に配置するように、両側で巻かれており、金属の管状
ネットが、ロールと収縮性スリーブとの間に配置されており、軸方向に集結している。
【図１７】三相ケーブル構成を接続するための３つの管状端子の構成の等角図。
【図１８】図１７の線ＸＶＩＩＩ－ＸＶＩＩＩにおける横断面図。
【図１９】図１から３によるものと類似し且つ柔軟な第１のコネクターを有するケーブル
接続部用の、予め組み立てられた管状端子の別の実施形態。
【図２０】図１から３のものと類似したケーブル接続部用の、予め組み立てられた管状端
子の更なる実施形態を示しており、第１のコネクターの付随する端子端部を越えて延びる
ようになされた内側のスリーブの管状部分の１つは、第１のコネクターを囲むように折り
返されており、この折り返し部分内で、径方向に膨張した状態に支持コアによって保持さ
れている。
【図２１】図２０のものと類似したケーブル接続部用の、予め組み立てられた管状端子の
更なる実施形態であり、第１のコネクターの付随する各端子端部を越えて延びるようにな
された内側のスリーブの管状部分が折り返され、その折り返された部分内で重ねられてお
り、その折り返された部分は、径方向に膨張した状態に各支持コア３９、４０によって保
持されている。
【図２２】ケーブル接続部用の予め組み立てられた管状端子の別の実施形態を示しており
、このケーブル接続部は、内側のスリーブの各部分が、付随する各端子端部を越えて延び
るようになされ、周囲方向に延びる２つのロール又はコイルを第１のコネクター上に配置
するように巻かれている。
【図２３】図２２のものに類似し且つ外側のスリーブを備えるケーブル接続部用の、予め
組み立てられた管状端子の更に別の実施形態であり、この外側のスリーブも伝導ネットと
共に巻かれており、その伝導ネットは、内側のスリーブと外側のスリーブとの間に配置さ
れ、内側のスリーブと外側のスリーブのそれぞれの端部で隣接するロール又はコイルの間
に集結されている。
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